
重要事項説明書 

 

あなたに対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令 

第３７号第８条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次の通りです。 

 

１ 事業主体概要 

事業主体名 医療法人 雄久会 

法人の種類 医療法人 

代表者の職・氏名 理事長 早渕 光代 

所在地 福井県福井市板垣５丁目２０１番地 

法人の理念 

高齢者の自立支援、家庭復帰を第一義としてスタッフ全員のチームワークで利用者本

位の質の高いケアを提供することにより、さらに豊かな地域社会の発展に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

他の介護保険関連事業 

福井県福井市板垣５丁目２０１番地 

医療法人 雄久会 ひかり訪問リハビリテーション 

福井県吉田郡永平寺町山王７－３０ 

社会福祉法人慈心会 特別養護老人ホーム ひかり苑 

         デイサービスリハビリサポートセンター木漏れ日ハウス 

医療法人雄久会 ひかり訪問看護ステーション 

福井県福井市今泉町２５字１５－１ 

社会福祉法人慈心会 第二ひかり苑 泉の郷 

福井県福井市板垣５丁目２０１番地 

医療法人雄久会 介護老人保健施設 ひかりケアホーム・通所リハビリセンター・

ひかり訪問看護ステーション板垣 

福井県福井市木田１丁目３３０８番地 

医療法人雄久会 ひかりケアプランセンター・24時間ケアサポートうらら 

        うららホームヘルプサービス・うららデイサービス 

他の介護保険以外事業 福井県福井市板垣５丁目２０１番地    医療法人 雄久会 奥村病院 

 

２ ホーム概要 

ホーム名 グループホーム うらら 

 

ホームの目的 

 

認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、

食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うこ

とにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立

して営むことができるよう支援する。 

 

ホームの運営方針 

① 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるととも

に、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを

提供する。 

② 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

③ 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発防止のため、必要な体制の整備を行

うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

 

 

ホームの責任者 管理者 小宮山 尚美 

開設年月日 平成１７年６月１日 

介護保険事業者指定番号 1870101431 

所在地 

電話・ＦＡＸ 

福井市木田１丁目３３０８番地 

ＴＥＬ 0776-33-2555   ＦＡＸ 0776-33-1612 

交通の便 ＪＲ福井駅からスマイルバス木田方面乗車、板垣中央公園バス停下車徒歩１分 

敷地概要 

（権利関係） 

福井市木田１丁目３３０７・３３０８番地 面積 ５６８．５５㎡ 

医療法人 雄久会 所有 

 

建物概要 

（権利関係） 

鉄骨３階建て １階  ２８４．１７㎡ 在宅介護支援関連施設 

            ３８．５９㎡ グループホーム部分 

       ２階  ３３８．２７㎡ グループホーム 

       ３階  ３３８．２７㎡ グループホーム 

医療法人 雄久会 所有 

居室の概要 

２階個室９室．３階個室９室 １室当たり１１．１３㎡～１２．４４㎡ 

洋室タタミベット 

照明・床暖房・冷暖房・換気扇（各スイッチ類はサービスセンターで調整） 

収納家具のある居室２階６室・３階６室 

共用施設の概要 

２階 身障者用トイレ１・一般トイレ２・洗面４・２人用浴室１・洗濯脱衣室・食堂・

談話室・台所 

３階 身障者用トイレ１・一般トイレ２・洗面４・１人用浴室１・洗濯脱衣室・食堂・

談話室・台所・和室 

緊急対応方法 トイレ・食堂等にイヤホンがあり、サービスセンターで集中監視 

防犯防火設備 

避難設備等の概要 

消火器・自動火災報知器・消防機関へ通知する火災報知器・誘導灯 

防火訓練年２回・屋外に避難用階段 

損害賠償責任保険 社団法人全国老人保健施設協会 

 

 

３ 職員体制（主たる職員）及び職務内容 

 

職員の種類 

 

 

員数 

 

常勤 非常勤  

保有資格 

 

 

研修会受講等内容 

 

専 

従 

兼 

務 

専 

従 

兼 

務 

管理者 １人  １   介護福祉士 
認知症介護リーダー研修 

(基礎課程)(管理者研修) 

計画作成担当者 ２人  ２   
介護支援専門員 

介護福祉士 
認知症介護実務者研修 

介護従事者 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 
介護福祉士 

ヘルパー２級 
 



 

 

管理者の職務 

介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象

を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職場に指定基準の規

定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。また、入居者の日常生活状況等の把握に努め介

護計画（個別プラン計画）に基づき必要な食事、入浴、及び排泄などの援助並びに金銭管理の

指導、健康管理の助言等生活指導を行うとともに緊急時等の対応を行う。 

計画作成担当者 

の職務 

入所者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護職員と協議の上、

援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した（介護予防）認

知症対応型共同生活介護計画を作成する。 

介護職員 

サービス活動時間帯 

管理者の指示を受け、サービス活動時間帯に入居者の日常生活状況等の把握に努め、 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画に基づき必要な食事、入浴、及び排泄等の援助並

びに金銭管理の指導、健康管理の助言等生活指導を行うとともに緊急時等の対応を行う。 

介護職員 

サービス活動 

以外時間帯 

管理者の指示を受け、夜間時間帯に常勤業務に従事し、入居者の急変、行動などに常に注意す

るとともに、夜間時間帯の安全管理を行い、緊急時等の対応を行う。 

 

４ 勤務体制 

昼間の体制 ３名以上（常勤換算） サービス活動時間帯（８：００～２０：００） 

夜間の体制 ２人 サービス活動以外時間帯（２０：００～８：００） 夜勤 

 

５ ホーム利用にあたっての留意点 

① 居室に収納できる物であれば自由に持ち込みできます。但し、他の利用者の迷惑になるものはご遠慮し

ていただきます。 

② 私物の衣類やタオル類は施設内でまとめて洗濯いたしますので、持ち主個人が特定できるようにしてく

ださい。 

③ 金銭については、自己管理が原則ですが、自己管理が困難な方はご家族等に管理していただくこともで

きます。 

④ 犬、猫、鳥等のペットの持ち込みは出来ません。 

⑤ 面会時間は９：００～１９：００迄です。但し、感染症等防止対策として必要に応じ面会方法や場所、

時間帯等を適宜変更させていただく場合がございます。 

⑥ 外出・外泊は所定の届け出用紙に記入のうえ申し出て下さい。また、外泊・外出中は注意事項を遵守し

てください。 

⑦ 入居者が日常生活を営むための諸手続きを円滑に遂行するため、入居時に必要に応じて保険証・介護保

険負担割合証等をお預かり致します。 

⑧ 飲酒は医師の指示に従って下さい。施設敷地内は全面禁煙とします。 

⑨ 施設内において、営利行為・宗教活動・政治活動をしてはいけません。 

⑩ 居室の造作・模様替えをする時は、所定の届け出用紙に記入のうえ、申し出て下さい。また、造作・模

様替えに要する費用、契約終了時の原状回復費用は利用者または利用者代理人の負担になります。 

⑪ （かかりつけ医等）外部医療機関受診等の場合、ご予約・送迎等必要な措置はご家族の対応でお願い致

します。 

⑫ 別途規定する（介護予防）認知症対応型共同生活介護従業者の就業が害されることを防止するための方

針に抵触する場合、やむを得ず退去していただくことがあります。 

 

 

 

６ 利用料金 

（１）基本料金、加算料金及びその他料金 

適宜別紙【利用料金表】による 

（２）保険給付サービス 

   食事・排泄・入浴（清拭）・着替えの介助等の日常生活上の世話、日常生活のなかでの機能訓練、健康

管理、相談、援助等については包括的に提供され、要介護度別に応じて定められた金額（省令により

変動あり）が自己負担となります。 

ただし、入居後および３０日を超える病院または診療所への入院の後に再入居した場合、３０日に 

限り下記金額に１日当たり３０単位割り増しになります。 

（３）支払方法 

前月分について、毎月１０日頃までに請求書を送付いたします。お支払方法は原則として金融機関 

口座引落しとさせていただきます。料金の支払いを受けたときは、領収書を発行致します。 

（４）料金の変更 

   ①利用単位ごとの料金の変更（増額又は減額）がある場合は、１ケ月前までに文書にて通知いたしま

す。 

②利用者が料金の変更を承認する場合、新たな料金に基づく【利用料金表】を作成し、説明し、文書

により同意を得ます。 

③利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、利用契約を解

除することができます。 

 

７ 損害賠償 

利用者に対する介護サービス提供にあたって、事故発生時に利用者の家族等・市に連絡するとともに、事

業者の責に帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行います。事業者はこ

の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入します。 

 

８ 秘密保持 

当事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族等に関する秘密を漏らしま

せん。また退職者等も同様とし、必要な措置を講じます。居宅介護支援事業者等に対して、利用者またはそ

の家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得ます。 

 

９ 緊急時の対応方法 

事業所は、利用者に対するサービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変等が生じた場合は速や

かに主治医または予め当該事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、

速やかに緊急連絡先にご連絡致します。 

 

 体調の変化等、緊急の場合は下記に定める緊急連絡先に連絡致します。 

 

 第一連絡先 第二連絡先 

氏名（続柄）              （     ） （     ） 

住 所   

携帯電話   

固定電話   



１０ 事故発生時の対応 

 １ 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市、利用者の 

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 ２ 前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します。 

 ３ 事業所は、サービスの提供に伴って事業所の責に帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合

には、速やかに損害賠償を行います。 

 ４ 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入します。 

 

１１ 協力医療機関及び連携施設  

協力医療機関名 奥村病院 

所在地 福井市板垣５丁目２０１番地 

電話番号 ０７７６－３３－１５００             

診療科目 
消化器外科・消化器内科・胃腸内科・肝臓内科・こう門外科・外科 

泌尿器科・脳神経外科・血液内科・整形外科・循環器内科・内科 

契約の概要 利用者に病状の急変等があった場合には、適切な対応を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力歯科機関名 コンドー歯科医院 

所在地 福井市開発４丁目３０６ 

電話番号 ０７７６－５３－２８２８ 

診療科目 歯科 

契約の概要 定期的に往診（週１回） 

 

 

連携施設名 医療法人 雄久会 介護老人保健施設 ひかりケアホーム 

所在地 福井市板垣５丁目２０１番地 

電話番号 ０７７６－３３－１６００ 

契約の概要 介護老人保健施設入所の必要が生じた場合には受け入れ等に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携施設名 社会福祉法人 地域密着型介護老人福祉施設 第二ひかり苑 泉の郷 

所在地 福井市今泉町２５－１５－１ 

電話番号 ０７７６－５２－１３００ 

契約の概要 地域密着型老人福祉施設入所の必要が生じた場合には受け入れ等に協力する。 

 

１２ 苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 

担当窓口 管理者 小宮山 尚美 

月～土 ８：３０～１７：３０ 

電話番号 ０７７６－３３－２５５５ 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

当施設にて解決出来ない苦情は次の外部機関へ申立てできます。 

福井市介護保険課      ０７７６－２０－５７１５ 

福井市地域包括ケア推進課  ０７７６－２０－５４００ 

国民健康保険団体連合会   ０７７６－５７－１６１４ 

処理手順 

① 利用者及びその家族、または福井県、福井市及び国保連等からの苦情に対

し、直ちに管理者が利用者に事情を聞くとともに、担当者からも事情を確

認します。 

② 事情を把握した上、管理者が必要であると判断した場合には、検討会議等

を行い、見直し及び改善等の適切な対応を行います。 

③ 苦情の改善が図られた後、改善の報告をするとともに、経過及び結果等を

台帳に記録保管し、再発防止を図ります。 

 

１３ 虐待の防止について 

   当事業所は利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発防止のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（１）成年後見制度の利用を支援します。 

（２）苦情解決体制を整備しています。 

（３）介護相談員を受入れます。 

（４）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（５）虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備します。 

（６）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施します。 

（７）前６項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

    理事長 早渕 光代 

    管理者 小宮山 尚美 

（８）サービス提供中に、当事業所従業者又は養護者（利用者の家族等、高齢者を現に養護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報します。 

 

１４ 身体の拘束等 

 １ 事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。但し、利用者または他の利用者等の

生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。しかし、その場合

も速やかな解除に努め、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理

由を記録するとともに、理由を利用者本人に説明し、理由および一連の経過を利用者代理人に報告致し

協力医療機関名 福井赤十字病院 

所在地 福井市月見２－４－１ 

電話番号 ０７７６－３６－３６３０ 

診療科目 内科・外科・整形外科・眼科・精神科・放射線科・神経科 

契約の概要 利用者に病状の急変等があった場合には、適切な対応を行う 

連携施設名 社会福祉法人 特別養護老人ホーム 上志比ひかり苑 

所在地 福井県吉田郡永平寺町山王７－３０ 

電話番号 ０７７６－６４－３６００ 

契約の概要 特別養護老人ホーム入所の必要が生じた場合には受け入れ等に協力する。 



ます。 

 ２ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他従業者に周知徹底

を図ります。 

 ３ 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

 ４ 介護職員その他従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

 ５ 上記２については、運営推進会議を活用することができることとします。 

 

１５ 衛生管理・健康管理 

１ 使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意します。 

２ 従業者は感染症等に関する知識の習得に努めます。 

 ３ 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

  （１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ります。 

  （２）事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備します。 

  （３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施します。 

 ４ 嘱託医の判断により、集団感染を予防するためワクチン接種を行う場合があります。その場合の費用

については入居者負担となります。 

 ５ 一定の感染症（ノロウイルス等）に罹患した場合、集団感染を予防するため必要に応じて入居者の居

室隔離を行う場合があります。 

 

１６ 非常災害 

  ホームに防火管理者を置き、防火管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との 

連携方法を確認し、消防・防災訓練を行うとともに、点検を行います。また、非常災害が発生した場合、 

従業者は利用者の避難等適切な措置を講じるとともに、防火管理者は、避難等の指揮をとります。 

 

１７ 地域との連携等 

 １ 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域

との交流に努めます。 

 ２ 事業所は、指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、指定（介護予防）認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、「運営推進会議」という。）

を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活

動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けます。 

 ３ 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する

ものとします。 

 ４ 事業所は、運営推進会議の開催に当たりテレビ電話等を活用して行うことができるものとし、利用者

又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者又はその家族の同意

を得るものとします。 

 

 

１８ ハラスメントの防止 

  当事業所は、適切な指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場に 

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え 

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

１９ 業務継続計画 

  当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同 

生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下、 

「業務継続計画」という。）を策定し、次に掲げる措置及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 （１）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

に実施します。 

 （２）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２０ その他研修 

  当事業所は、全ての介護従事者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条 

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護 

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 

 

 

平成30年4月1日 

令和 2年4月1日 

令和 6年4月1日 

令和 6年7月1日 

 



 

重要事項同意書 
 

 

私は、グループホームうららの利用に際して、重要事項説明書に基づいて説明を受けたこと

を確認し、その内容に同意いたします。 

 

 

（事業者）福井市板垣５丁目２０１番地 

      医療法人 雄久会 

 

（事業所）福井市木田1丁目３３０８番地 

グループホーム うらら 

       管理者 小宮山 尚美 殿 

 

 

令和  年  月  日 

 

               （利用者） 

                   住 所 

        

                   氏 名                 印 

 

           （利用者代理人）  

               住 所 

   

                   氏 名                 印 

            

（身元引受人） 

               住 所 

 

                   氏 名                 印 

 


